
○公的研究費の不正な使用の防止等に関する規程 

（平成１９年９月２８日規程第６５号） 

改正 平成２０年３月２１日規程第２３号 平成２０年９月２６日規程第５４号 
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平成３０年６月２９日規程第６１号 令和２年３月２５日規程第２５４号 

令和２年３月２５日規程第２５４号 令和３年３月３１日規程第４２０号 

令和５年３月２３日規程第２８号 
 

  
（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所」という。）における公

的研究費（研究所において管理する全ての資金をいう。以下同じ。） の不正な使用（以下

「不正使用」という。）の防止等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

２ この規程における「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による、公的研究費の他の

用途への使用又は法令、研究所の規程等並びに外部資金の配分機関の定めに違反した使用

をいう。 

３ この規程における「外部資金」とは、国内外の政府機関及び学術奨励団体等からの研究補

助金、研究助成金等並びに公的な受託研究資金をいう。 

（最高管理責任者） 

第２条 公的研究費の不正使用の防止等について最終責任を負う者として、最高管理責任者を

置く。 

２ 最高管理責任者は、理事長をもって充てる。 

３ 最高管理責任者は、次条及び第４条に定める統括管理責任者及び研究費適正使用推進責任

者が責任を持って公的研究費の不正使用の防止を図ることができるよう、適切にリーダー

シップを発揮するものとする。 

４ 最高管理責任者は、研究所における公的研究費の不正使用を誘発する要因を除去し、十分

な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るものとする。 

５ 最高管理責任者は、公的研究費を使用又は管理する者に対し、公的研究費の適正な運営・

管理に関わる意識向上を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

（統括管理責任者） 

第３条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用の防止について研究所全体を統括す

る責任と権限を有する者として、統括管理責任者一人を置く。 

２ 統括管理責任者は、研究コンプライアンス本部長をもって充てる。 

（研究費適正使用推進責任者） 



第４条 研究所の各組織における公的研究費の不正使用の防止について責任と権限を有する者

として、別表の左欄に掲げる各地区に研究費適正使用推進責任者（以下「推進責任者」と

いう。）を置く。 

２ 推進責任者は、別表の中欄の推進責任者欄に掲げる者とし、統括管理責任者の指示の下、

所掌する地区における、公的研究費の不正使用の防止に係る次の業務を行う。 

（１） 地区における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理

責任者に報告する。 

（２） 公的研究費を使用又は管理する者に対し、公的研究費の適正な使用・管理及び不

正使用の防止に必要な事項についての教育を実施するとともに、受講状況を管理監督す

る。 

（３） 公的研究費の適切な運営・管理が行われているか等をモニタリングし、必要に応

じて改善を指導する。 

（研究費適正使用推進副責任者） 

第５条 前条第２項各号の業務を実効的に実施する者として、研究費適正使用推進副責任者

（以下「推進副責任者」という。）を置く。 

２ 推進副責任者は、別表の右欄の推進副責任者欄に掲げる者とする。 

３ 推進責任者は、前項に規定する者のほか、必要に応じて別表に掲げる者以外の者を推進副

責任者に指名することができる。 

４ 前項により、同一地区に複数名の推進副責任者を置く場合は、推進責任者は、それぞれの

分担を明らかにしなければならない。 

５ 推進責任者は、推進副責任者を指名した場合は、速やかに指名した推進副責任者を統括管

理責任者に報告する。 

（不正防止推進部署） 

第６条 研究所全体の観点から不正使用の防止を推進する部署として、不正防止推進部署を置

く。 

２ 不正防止推進部署は、研究コンプライアンス本部とする。 

３ 不正防止推進部署の長は、研究所全体の観点から不正防止計画を策定し、実態を把握・検

証するとともに、関係者と協力して、不正使用の防止を推進する。 

（誓約書） 

第６条の２ 研究所は、公的研究費を使用又は管理する者に対し、規程等の遵守をはじめ不正

使用を行わないこと、規程等に違反して不正使用を行った場合は研究所や配分機関の処分

及び法的責任を負うことを盛り込んだ誓約書の提出を求める。 

（相談窓口） 

第７条 研究所における公的研究費の使用に関する制度、ルール及び事務処理手続き等につい

て、研究所内外から相談を受け付ける窓口として、相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は、外部資金に関しては外部資金室とし、その他は財務部財務課とする。 

（告発窓口） 

第８条 不正使用の疑いの指摘、本人からの申出（以下「告発」という。）を受け付ける窓口

として、告発窓口を置く。 

２ 告発窓口は、研究コンプライアンス本部とする。 

３ 研究所は、前項のほか、必要に応じて、研究所外に告発窓口を置くことができる。 



（告発の方法、取扱い） 

第９条 告発は、電話、電子メール、書面又は面会とする。 

２ 前項の告発は、原則として、顕名により行われ、不正使用を行ったとする者又はグルー

プ、不正使用の態様等、事案の内容等が明示され、かつ不正とする理由が示されているも

のを受け付けるものとする。 

３ 匿名による告発があった場合は、その内容に応じ、顕名の告発に準じた取扱いをすること

ができるものとする。 

４ 報道又は他の外部機関からの指摘があった場合は、告発があった場合に準じた取扱いをす

ることができる。 

５ 研究コンプライアンス本部長は、不正使用に関する告発を受け付けたときは、速やかに、

最高管理責任者に報告しなければならない。 

６ 顕名による告発の場合、原則として、受け付けた告発に基づき実施する措置の内容を、告

発者に通知する。 

（調査） 

第１０条 最高管理責任者は、前条第５項の報告を受けたときは、告発の受付から３０日以内

に、告発の内容の合理性を確認し調査の要否を判断する。 

２ 前項の調査の要否を判断するにあたっては、統括管理責任者は、不正使用の疑義が生じて

いる地区における推進責任者に命じ、告発の内容の合理性を確認する。 

３ 最高管理責任者が、調査の実施が必要と判断した場合は、不正防止推進部署が、次の各号

について調査し認定を行うものとする。ただし、最高管理責任者が必要と認める場合は、

研究所に属さず、かつ、研究所と直接の利害関係を有さない第三者を含む調査委員会を設

置し、調査委員会において調査し認定を行うものとする。 

（１） 不正使用の有無 

（２） 不正使用の内容 

（３） 関与した者及びその関与の程度 

（４） 不正使用の相当額等 

４ 前項の規定にかかわらず、公的研究費が外部資金に該当する場合は必ず調査委員会を設置

するものとする。 

５ 調査委員会の委員は、告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者のうちから、研究

所が指名又は委嘱する。 

６ 調査委員会に委員長を置き、研究所の指名する者をもって充てる。 

７ 調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

８ 調査委員会の事務は、研究コンプライアンス本部が行う。 

９ 研究所は、調査の実施期間中、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対

し、全て若しくは一部の研究費の使用停止を命ずることとする。 

１０ 不正防止推進部署又は調査委員会は、第３項の調査及び認定の結果を速やかに研究所へ

報告する。ただし、不正使用の事実が一部でも確認された場合は速やかに認定し、報告す

ること。 

１１ 研究所は、告発に係る公的研究費が外部資金に該当する場合は、配分機関に対し、次の

各号の措置を講ずるものとする。 

（１） 調査の実施の要否の報告 



（２） 調査方針、調査対象及び調査方法等についての報告及び協議 

（３） 告発の受付から２１０日以内に、調査結果、不正使用の発生要因、不正使用に関

与した者が関わる他の外部資金における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む

最終報告書の提出。ただし、期限までに調査が完了しない場合は、調査の中間報告書の

提出 

（４） 調査の過程において、不正使用の事実が一部でも確認された場合、速やかに認定

し、報告すること。 

（５） 調査の終了前に配分機関から求めがあった場合は、調査の進捗状況報告書及び調

査の中間報告書を提出すること。 

（６） 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提

出、閲覧又は現地調査に応じること。 

（調査結果の公表） 

第１１条 研究所は、前条第９項の調査結果の報告において、不正使用の認定をしたとの報告

があったときは、特段の事情がない限り、次の事項を公表する。ただし、合理的な理由が

ある場合は、不正使用に関与した者の氏名及び所属等を非公表とすることができる。 

（１） 不正使用に関与した者の氏名及び所属 

（２） 不正使用の内容 

（３） 研究所が公表時までに行った措置の内容 

（４） 調査委員会を設置した場合においては、調査委員会委員の氏名及び所属 

（５） 調査の方法、手順等 

（６） その他必要な事項 

２ 研究所は、前条第９項の調査結果の報告において、不正使用の認定がされなかったとの報

告があったときは、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が報道される等

既に外部に知られている場合及び故意又は重過失によるものでない誤りがあった場合は、

調査結果を公表する。 

この場合において、公表する内容は、不正使用は行われなかったことの他、必要な事項

とする。 

３ 研究所は、前条第９項の調査結果の報告において、当該告発が告発者の悪意に基づくもの

と報告があったときは、前項の他、告発者の氏名及び所属を公表する。 

（不正使用に対する措置） 

第１２条 第１０条の調査の結果、不正使用があったと認められる場合においては、次の各号

のいずれかにより措置するものとする。 

（１） 役員に不正使用があったと認められる場合においては、理事長は、その違反の程

度に応じ、必要な措置を厳正に行うものとする。 

（２） 職員に不正使用があったと認められる場合においては、不正使用を行った者又は

不正使用を行った者の所属長等に管理責任があると認められるときは当該者に対して、

その違反の程度に応じ、研究所の規定に基づく必要な措置を厳正に行うものとする。 

（３） 役職員以外の者に不正使用があったと認められる場合においては、必要に応じ

て、損害賠償請求又は告訴するものとする。 

（調査への協力） 



第１３条 統括管理責任者は、調査において、必要に応じ、役員及び職員等に対して当該調査

に関する協力を依頼することができる。 

２ 調査に関わる部署又は役員及び職員等は、当該調査に協力しなければならない。 

（告発者、被告発者等への配慮） 

第１４条 研究所は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理

由に、告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 研究所は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活

動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしたりし

てはならない。 

３ 研究所は、調査協力者等が不利益を受けることがないよう十分配慮するものとする。 

（情報漏えいの防止） 

第１５条 研究所は、告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表ま

で、調査関係者以外に漏えいしないよう十分配慮する。 

２ 調査の実施等事案の処理に当たっては、調査対象の研究活動に係る公表前のデータ又は論

文等の研究上若しくは技術上の秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えい

することのないよう十分配慮する。 

（委員の謝金及び旅費） 

第１６条 調査委員会に出席する研究所外の委員に対し、謝金及び必要な経費を支給すること

ができる。 

２ 委員に対する謝金及び旅費の支給に関しては、委員会委員等への謝金の基準（平成１５年

細則第６９号）に定めるところによる。 

（制度等の開示） 

第１７条 相談窓口の長は、研究所における公的研究費の使用に関する制度、ルール及び事務

処理手続き等について、必要に応じて、ホームページ等により研究所内又は研究所外へ開

示するものとする。 

２ 研究コンプライアンス本部長は、不正使用の告発に関する仕組みについて、ホームページ

等により研究所内又は研究所外へ開示するものとする。 

（雑則） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の不正使用に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日規程第２３号） 
 

 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年９月２６日規程第５４号） 
 

 

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２６日規程第１４号） 
 

 



この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年５月２８日規程第２２号） 
 

 

この規程は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則（平成２１年９月１７日規程第４６号） 
 

 

この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２５日規程第６４号） 
 

 

この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日規程第２２号） 
 

 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２３日規程第３９号） 
 

 

この規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１０日規程第１１号） 
 

 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年５月２４日規程第４４号） 
 

 

この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２８日規程第２５号） 
 

 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月２３日規程第７３号） 
 

 

この規程は、平成２６年１０月２４日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月１４日規程第７７号） 
 

 

この規程は、平成２６年１１月２１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月２６日規程第２２号） 
 

 

この規程は、平成２７年３月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２５日規程第９３号） 
 

 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１２日規程第３７号） 
 

 

この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規程第４９号） 
 

 



この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規程第３５号） 
 

 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２９日規程第６１号） 
 

 

この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日規程第２５４号） 
 

 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日規程第２５４号） 
 

 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規程第４２０号） 
 

 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２３日規程第２８号） 
 

 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第４条、第５条関係） 

地区 推進責任者  推進副責任者 

和光地区 

和光事業所長  

財務部長、契約業務部長及び和光事業所研究支援部長 ※

２ 
名古屋地区 

海外地区 

仙台地区 仙台研究支援室長 

東京地区 ※１ 東京研究支援室長 

筑波地区 筑波事業所長  筑波事業所研究支援部長 

横浜地区 横浜事業所長  横浜事業所研究支援部長  

神戸地区 
神戸事業所長  

神戸事業所研究支援部長 

大阪地区 大阪研究支援課長  

けいはんな地区 ※１ けいはんな研究支援課長 

播磨地区 播磨事業所長  播磨事業所研究支援部長  

※１ 当該組織が属するセンター等が主たる活動拠点とする地区を所掌する研究支援部の

属する事業所の所長 

※２ 人事に係る支出に関する事項については和光事業所研究支援部長、それ以外の支出

に関する事項のうち、予算執行に関する事項は財務部長、契約に関する事項は契約業務部

長 

 


